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第
90
巻　

第
十
号
）

論　

説　
　

公
益
社
会
実
現
に
向
け
た
課
題
と
展
望
（
三
）
四
五

二
七

Ⅲ　

監
督
の
基
本
的
な
考
え
方
と
立
入
り
検
査
の
基
本
的
な
考
え
方

　

法
人
が
移
行
認
定
、移
行
認
可
さ
れ
た
後
の
「
監
督
の
基
本
的
な
考
え
方
」
に
つ
い
て
、内
閣
府
で
は
、平
成
二
〇
年
一
一
月
二
一
日
、

公
益
社
会
実
現
に
向
け
た
課
題
と
展
望
（
三
）

　
東
北
公
益
文
科
大
学
教
授 　

出

井

信

夫

　

は
じ
め
に

Ⅰ　

公
益
法
人
改
革
の
経
緯
と
公
益
法
人
三
法
（
90
巻
八
号
）

Ⅱ　

認
定
審
議
の
要
点
と
移
行
期
間
終
了
後
の
移
行
状
況
（
90
巻
八
号
及
び
90
巻
九
号
）

Ⅲ　

監
督
の
基
本
的
な
考
え
方
と
立
入
り
検
査
の
基
本
的
な
考
え
方
（
本
号
）

Ⅳ　

公
民
の
役
割
分
担
と
公
民
連
携
P
P
P
―
N
P
O
、
P
F
I
、
公
益
信
託
、
第
三
セ
ク
タ
ー
（
本
号
及
び
次
号
）

Ⅴ　

公
民
連
携
P
P
P
の
現
状
と
課
題

Ⅵ　
「 

総
務
省
」
研
究
会
「
新
し
い
公
共
」
の
概
念

Ⅶ　
「
内
閣
府
」
推
進
会
議
「
新
し
い
公
共
」
の
概
念

Ⅷ　
「
新
し
い
公
共
」
の
担
い
手

―
各
省
庁
の
取
組
み

Ⅸ　

補
完
性
の
原
理

―
「
自
助
」「
共
助
」「
公
助
」
社
会

Ⅹ　
「
自
民
党
政
府
」
の
「
共
助
社
会
」
の
概
念

Ⅺ　

企
業
の
メ
セ
ナ
・
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
・
社
会
貢
献
・
C
S
R

Ⅻ　

企
業
の
C
S
R
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）

ⅩⅢ　

ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
と
公
益
ビ
ジ
ネ
ス

ⅩⅣ　
「
公
益
」
の
発
想
と
「
公
益
」
活
動
の
源
流

ⅩⅤ　

事
業
に
お
け
る
「
公
益
」
性
と
「
収
益
」
性
の
視
点

ⅩⅥ　

先
人
に
学
ぶ
公
益
活
動
、
公
益
事
業
の
推
進

ⅩⅦ　
「
共
助
社
会
」「
公
益
社
会
」
実
現
の
デ
ザ
イ
ン

ⅩⅧ　

市
民
力
の
利
活
用
と
寄
付
金
制
度
・
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
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第
90
巻　

第
十
号
）

論　

説　
　

公
益
社
会
実
現
に
向
け
た
課
題
と
展
望
（
三
）
四
六

二
八

次
の
よ
う
な
内
容
の
基
本
的
な
考
え
方
を
発
表
し
て
い
る
。
参
考
に
紹
介
す
る（
出
所
：
﹃
公
益
法
人inform

ation

国
・
都
道

府
県
公
式
公
益
法
人
行
政
総
合
情
報
サ
イ
ト
﹄）。

　

一　

監
督
の
基
本
的
な
考
え
方

　
「
監
督
の
基
本
的
な
考
え
方
」
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

今
回
の
公
益
法
人
制
度
改
革
に
よ
り
、
ⅰ
監
督
に
つ
い
て
も
主
務
官
庁
に
よ
る
裁
量
的
な
も
の
か
ら
法
令
で
明
確
に
定
め
ら
れ
た
要
件

に
基
づ
く
も
の
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
、
ⅱ
法
律
に
よ
り
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
内
部
統
治
）
及
び
情
報
開
示
に
つ
い
て
詳
細
に
定
め
ら
れ

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
ⅲ
不
適
切
な
事
案
は
制
度
に
対
す
る
信
頼
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
こ
と
、
ⅳ
法
人
の
実
態
を
十
分
に
把
握
し

な
け
れ
ば
効
果
的
な
監
督
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
考
慮
し
、
国
の
監
督
機
関
（
行
政
庁
た
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
法
律
で
内
閣
総

理
大
臣
の
権
限
を
委
任
さ
れ
た
公
益
認
定
等
委
員
会
）
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
で
新
公
益
法
人
（
新
制
度
の
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法

人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
監
督
に
臨
む
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

　

ⅰ 　

法
令
で
明
確
に
定
め
ら
れ
た
要
件
に
基
づ
く
監
督
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

　

ⅱ 　

法
人
自
治
を
大
前
提
と
し
つ
つ
、
民
に
よ
る
公
益
の
増
進
の
た
め
新
公
益
法
人
が
新
制
度
に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
支
援
す
る

視
点
を
持
つ
。

　

ⅲ　

制
度
へ
の
信
頼
確
保
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
問
題
あ
る
新
公
益
法
人
に
対
し
迅
速
か
つ
厳
正
に
対
処
す
る
。

　

ⅳ 　

公
益
認
定
申
請
等
の
審
査
、
定
期
提
出
書
類
等
の
確
認
、
立
入
検
査
な
ど
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
活
用
し
て
法
人
の
実
態
把
握
に
努
め

る
。

　

な
お
、
移
行
法
人
（
公
益
目
的
支
出
計
画
を
実
施
中
の
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
は
公
益
目
的

支
出
計
画
の
履
行
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
監
督
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
移
行
法
人
が
公
益
の
目
的
の
た
め
の
支
出
（
整
備
法
第
一

一
九
条
第
二
項
に
掲
げ
ら
れ
た
事
項
の
支
出
を
い
う
。）
を
行
う
限
り
に
お
い
て
共
通
の
規
律
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し

て
新
公
益
法
人
の
監
督
に
準
じ
た
考
え
方
で
監
督
を
行
う
。
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現
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け
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課
題
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望
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二
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︹
注
︺　

監
督
の
具
体
的
措
置
の
範
囲

　
「
監
督
」
は
、
公
益
認
定
（
新
規
、
移
行
）、
移
行
認
可
の
登
記
終
了
後
、
行
政
庁
及
び
法
律
で
行
政
庁
の
権
限
を
委
任
等
さ
れ
た
合
議

制
の
機
関
が
、
新
公
益
法
人
の
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
ま
た
、
移
行
法
人
の
公
益
目
的
支
出

計
画
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

新
公
益
法
人
に
つ
い
て
は
、公
益
法
人
認
定
法
で
は
第
二
章
第
三
節
に
「
公
益
法
人
の
監
督
」
が
設
け
ら
れ
、報
告
徴
収
、立
入
検
査
、

勧
告
、
命
令
、
認
定
の
取
消
し
等
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
ほ
か
、
他
節
に
規
定
さ
れ
て
い
る
変
更
の
認
定
、
定
期
的
な
事
業
報
告
等
も

新
公
益
法
人
の
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
り
、
こ
れ
ら
全
体
を
監
督
の
具
体
的
措
置
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と
す

る
。
移
行
法
人
に
つ
い
て
は
、整
備
法
第
一
二
三
条
第
二
項
に
監
督
の
根
拠
規
定
が
置
か
れ
、更
に
公
益
目
的
支
出
計
画
の
変
更
の
認
可
、

公
益
目
的
支
出
計
画
実
施
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
、
報
告
徴
収
、
立
入
検
査
、
勧
告
、
命
令
、
認
可
の
取
消
し
等
の
規
定
が
置
か
れ
て

お
り
、
こ
れ
ら
を
監
督
の
具
体
的
措
置
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

⑴　

提
出
書
類
等

　

移
行
法
人
に
つ
い
て
は
、
移
行
申
請
に
お
い
て
必
要
な
提
出
書
類
が
あ
る
（〔
表―

９
〕、〔
表―

10
〕
参
照
）。

　
﹃
公
益
法
人inform

ation

国
・
都
道
府
県
公
式
公
益
法
人
行
政
総
合
情
報
サ
イ
ト
﹄
に
は
、
公
益
法
人
と
、
一
般
法
人
に
区
分
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
提
出
書
類
に
つ
い
て
、
説
明
文
書
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る
。
提
出
す
る
書
類
内
容
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
サ
イ

ト
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

⑵　

山
形
県
の
監
督
の
考
え
方

　

内
閣
府
で
は
、
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
一
日
、
法
人
が
、
移
行
認
定
、
移
行
認
可
さ
れ
た
後
に
お
け
る
「
監
督
の
基
本
的
な
考
え
方
」

を
発
表
し
て
い
る
。

　

山
形
県
で
は
、「
監
督
の
基
本
的
な
考
え
方
」
を
、
平
成
二
一
年
三
月
一
三
日
に
定
め
て
い
る
。
内
容
は
内
閣
府
の
も
の
と
同
じ
も
の
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公
益
社
会
実
現
に
向
け
た
課
題
と
展
望
（
三
）
四
八

三
〇

に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
第
四
回
審
議
会
（
平
成
二

一
年
二
月
二
〇
日
）
に
諮
ら
れ
、
承
認
さ
れ
た
。

　

二　

法
人
の
立
入
検
査
の
考
え
方
と
立
入
検
査
結
果

　

法
人
が
、
移
行
認
定
、
移
行
認
可
さ
れ
た
後
に
お
け

る
「
立
入
検
査
の
考
え
方
」
に
つ
い
て
、
内
閣
府
で

は
、
平
成
二
一
年
一
二
月
二
四
日
、
次
の
よ
う
な
内
容

の
基
本
的
な
考
え
方
を
発
表
し
て
い
る
。
参
考
に
紹
介

す
る（
出
所
：
﹃
公
益
法
人inform

ation

国
・
都
道

府
県
公
式
公
益
法
人
行
政
総
合
情
報
サ
イ
ト
﹄）。

　

⑴　

法
人
の
立
入
検
査
の
考
え
方

　
「
立
入
検
査
の
考
え
方
」
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
新
公
益
法
人
（
（
（

及
び
移
行
法
人
（
（
（

の
監
督
に
つ
い
て

は
、
法
令
の
規
定
に
加
え
て
基
本
的
な
考
え
方
を
平
成

二
〇
年
一
一
月
に
内
閣
府
と
し
て
取
り
ま
と
め
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

監
督
の
具
体
的
な
措
置
の
う
ち
、
立
入
検
査
は
新
公

益
法
人
及
び
移
行
法
人
の
実
態
把
握
の
た
め
の
重
要
な

手
段
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。「
監
督
の
基
本
的
な
考
え
方
」

を
踏
ま
え
、
新
公
益
法
人
に
対
し
て
は
公
益
法
人
認
定

〔表―９〕　「公益法人」対象

区　　　分 名　　称

手　引　き 定期提出書類（事業計画書、事業報告）の手引き（H₂₅/₃/₂₈）

変更認定申請・変更届出の手引き

書 類 一 式 事業報告等提出書類一式

変更認定申請書一式

変更届出書一式

〔表―10〕　「一般法人」対象

区　　　分 名　　　称

手　引　き 公益目的財産額の確定に係る必要書類の手引き

定期提出書類（公益目的支出計画実施報告書）の手引き（H₂₅/₃/₂₈） 

変更認可申請・変更届出の手引き

公益目的支出計画の実施が完了したことの確認請求にかかる必要書類の手引き
＊準備中

書 類 一 式 公益目的財産額の確定に係る必要書類一式

公益目的支出計画実施報告書一式

公益目的支出計画変更認可申請書一式

公益目的支出計画変更届出書一式

公益目的支出計画の実施が完了したことの確認請求に係る必要書類一式
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現
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課
題
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展
望
（
三
）
四
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三
一

法
、
移
行
法
人
に
対
し
て
は
整
備
法
に
基
づ
き
、
適
正
か
つ
効
果
的
な
監
督
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
立
入
検
査
の
原
則

的
な
考
え
方
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

ⅰ　

新
公
益
法
人
の
立
入
検
査
は
、
公
益
法
人
認
定
法
第
二
七
条
第
一
項
で
示
さ
れ
た
、「
公
益
法
人
の
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
」、
す
な
わ
ち
法
令
で
明
確
に
定
め
ら
れ
た
新
公
益
法
人
と
し
て
遵
守
す
べ
き
事
項
に
関
す
る

新
公
益
法
人
の
事
業
の
運
営
実
態
を
確
認
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
行
う
。

ⅱ　

公
益
認
定
後
第
一
回
の
立
入
検
査
は
で
き
る
だ
け
早
期
（
公
益
認
定
後
概
ね
一
年
か
ら
三
年
以
内
を
目
途
と
す
る
。）
に
実
施
す
る
こ

と
と
す
る
。

　
　

立
入
検
査
を
適
切
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
年
度
当
初
ま
で
に
立
入
検
査
に
関
す
る
計
画
を
毎
年
作
成
す
る
。
新
公
益
法
人
の
事

業
の
運
営
状
況
に
応
じ
て
立
入
検
査
の
頻
度
を
増
や
す
な
ど
、
重
点
的
か
つ
機
動
的
な
計
画
と
す
る
。

　
　

立
入
検
査
の
対
象
と
な
る
新
公
益
法
人
へ
は
、
立
入
検
査
実
施
予
定
日
の
概
ね
一
か
月
前
に
立
入
検
査
の
実
施
日
時
、
場
所
等
を

通
知
す
る
。

ⅲ　

立
入
検
査
の
中
で
、
法
人
関
係
者
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
又
は
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
新
公
益
法
人
制
度
に
関

す
る
理
解
を
深
め
、
適
切
な
法
人
運
営
の
実
施
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
説
明
等
を
行
う
。

ⅳ　

公
益
認
定
審
査
等
の
際
の
監
督
担
当
者
へ
の
申
し
送
り
事
項
等
、定
期
提
出
書
類
、変
更
の
届
出
、報
告
徴
収
で
得
ら
れ
た
情
報
、

外
部
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
等
を
活
用
し
、
公
益
目
的
事
業
の
実
態
等
立
入
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
確
認
が
困
難
な
事
項
を
中
心

に
、
重
点
的
に
検
査
を
実
施
す
る
。
現
場
に
お
け
る
検
査
の
状
況
等
か
ら
検
査
対
象
事
項
を
広
げ
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
臨
機
応
変
に

対
応
す
る
。

　
　

法
人
運
営
全
般
に
つ
い
て
は
、
理
事
及
び
監
事
等
法
人
運
営
に
責
任
を
も
つ
者
か
ら
説
明
を
求
め
る
。

ⅴ　

公
益
認
定
の
基
準
又
は
欠
格
事
由
等
に
関
連
す
る
新
公
益
法
人
の
問
題
点
が
発
覚
し
た
場
合
に
は
、
問
題
点
の
重
大
さ
を
勘
案
し
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公
益
社
会
実
現
に
向
け
た
課
題
と
展
望
（
三
）
五
〇

三
二

て
、
適
時
適
切
に
立
入
検
査
を
実
施
す
る
。

　

⑵　

移
行
法
人
の
立
入
検
査

　

移
行
法
人
の
立
入
検
査
に
つ
い
て
は
、
整
備
法
第
一
二
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
移
行
法
人
が
、
次
の
一
か
ら
三
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
特
例
民
法
法
人
か
ら
一
般
法
人
へ
の
移
行
に
係
る
整
備
法
の
規
程
の
施

行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
立
入
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、
立
入
検
査
を
行
う
前
提
条
件
と
し
て
、
公
益
目
的
支
出
計
画
の
履
行
を
確
保
で
き
な
い
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が

あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
移
行
法
人
に
対
す
る
立
入
検
査
は
事
前
に
計
画
し
て
行
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
に
対

し
て
実
施
す
る
。

　

ⅰ　

正
当
な
理
由
が
な
く
、
整
備
法
第
一
一
九
条
第
二
項
第
一
号
の
支
出
を
し
な
い
こ
と
。

　

ⅱ 　

各
事
業
年
度
の
整
備
法
第
一
一
九
条
第
二
項
第
一
号
の
支
出
が
、
公
益
目
的
支
出
計
画
に
定
め
た
支
出
に
比
し
て
著
し
く
少
な
い

こ
と
。

　

ⅲ 　

公
益
目
的
財
産
残
高
に
比
し
て
当
該
移
行
法
人
の
貸
借
対
照
表
上
の
純
資
産
額
が
著
し
く
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
整
備
法
第

一
二
五
条
第
一
項
の
変
更
の
認
可
を
受
け
ず
、
将
来
に
お
け
る
公
益
目
的
支
出
計
画
の
実
施
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
。

　

⑶　

山
形
県
の
立
入
検
査
の
考
え
方

　

内
閣
府
で
は
、
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
一
日
、
法
人
が
、
移
行
認
定
、
移
行
認
可
さ
れ
た
後
に
お
け
る
「
立
入
検
査
の
考
え
方
」
に
つ

い
て
、
基
本
的
な
考
え
方
を
発
表
し
て
い
る
。

　

山
形
県
で
は
、「
立
入
検
査
の
考
え
方
」
を
、
平
成
二
一
年
三
月
一
三
日
に
定
め
て
い
る
。
内
容
は
内
閣
府
の
も
の
と
同
じ
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
第
一
二
回
審
議
会
（
平
成
二
二
年
三
月
一
六
日
）
に
諮
ら
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
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⑷　

平
成
二
三
年
度
総
務
省
所
管
特
例
民
法
法
人
等
の
立
入
検
査
の
結
果

　

直
近
の
総
務
省
所
管
特
例
民
法
法
人
等
の
立
入
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
平
成
二
四
年
一

一
月
三
〇
日
に
発
表
さ
れ
た
、
報
道
資
料
「
平
成
二
三
年
度
総
務
省
所
管
特
例
民
法
法
人
に

対
す
る
立
入
検
査
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
、
概
要
を
紹
介
す
る
。

　

報
道
資
料
に
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
公
益
法
人
の
指
導
監
督
体
制
の
充
実
等
に
つ
い
て
」（
平
成
一
三
年
二
月
九
日
公
益
法
人
等

の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
）
に
お
い
て
、
各
府
省
は
、
所
管
特

例
民
法
法
人
に
対
す
る
立
入
検
査
を
少
な
く
と
も
三
年
に
一
回
実
施
し
、
毎
年
度
の
立
入
検

査
の
実
施
状
況
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

今
般
、
本
申
合
せ
に
基
づ
き
、
平
成
二
三
年
度
に
お
け
る
総
務
省
所
管
特
例
民
法
法
人
に

対
す
る
立
入
検
査
の
実
施
状
況
を
取
り
ま
と
め
た
の
で
、
公
表
す
る
。

　

ⅰ　

総　

括　

表

　

所
管
法
人
数
、
立
入
検
査
実
施
法
人
数
、
改
善
す
べ
き
点
の
あ
っ
た
法
人
の
状
況
は
、〔
表

―

11
〕
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ⅱ　

改
善
す
べ
き
点
の
あ
っ
た
法
人
の
内
訳

　

改
善
す
べ
き
点
の
あ
っ
た
法
人
の
状
況
は
、〔
表―

12
〕
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
︹
主
な
指
摘
事
項
と
改
善
措
置
（
予
定
を
含
む
）︺

　
（
法
人
運
営
面
）

　

・ 

各
種
規
定
（
事
務
処
理
規
程
、
公
印
規
程
等
）
に
不
備
が
見
ら
れ
る
（
措
置
す
る
よ
う
指

〔表―11〕　総　括　表

所管法人数 立入検査実施法人数 改善すべき点のあった法人

₂₄₆法人 9₆法人 ₄₄法人

　（注）　所管法人数は平成₂₃年₁₂月₁日現在。

〔表―12〕　改善すべき点のあった法人

改善すべき点のあった法人

法人運営面で問題のあ
った法人

事業の内容・実施等の
面で問題のあった法人

財務・会計面で問題の
あった法人

その他

₄₄法人 ₂₇法人 ₁₇法人 ₃₁法人 0法人

　（注） 　複数の改善すべき点があった法人があるため、改善すべき点のあった法人数と、内数の合計数
は一致しない。
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二

三
四

導
）。

　

・
情
報
公
開
が
不
十
分
で
あ
る
（
事
務
所
に
必
要
書
類
を
備
え
置
き
、
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
指
導
）。

　
（
事
業
実
施
面
）

　

・ 

収
益
事
業
に
対
す
る
支
出
の
割
合
が
総
支
出
の
二
分
の
一
を
超
え
て
い
る
（
収
益
事
業
の
実
施
を
必
要
限
度

に
と
ど
め
、
公
益
事
業
へ
の
支
出
の
割
合
を
高
め
る
よ
う
指
導
）。

　

・ 

定
款
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
一
部
を
実
施
し
て
い
な
い
（
定
款
に
定
め
ら
れ
た
事
業
を
行
う
よ
う
指
導
）。

　
（
財
務
・
会
計
面
）

　

・ 

内
部
留
保
の
水
準
が
「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
」
で
規
定
す
る
三
〇
％
程
度
を
超
え

て
い
る
（
内
部
留
保
水
準
の
引
下
げ
を
図
る
よ
う
指
導
）。

　

ⅲ　

立
入
検
査
の
実
施
状
況
（
平
成
二
一
年
度
～
平
成
二
三
年
度
）

　

立
入
検
査
の
実
施
状
況
は
、〔
表―

13
〕
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ⅳ　

過
去
三
年
間
の
立
入
検
査
実
施
率
が
一
〇
〇
％
に
満
た
な
か
っ
た
理
由

　

・
引
き
続
き
法
人
の
自
主
解
散
を
指
導
中
。

　

・
平
成
二
三
年
度
に
解
散
予
定
法
人
で
あ
っ
た
た
め
（
解
散
済
）。

　

⑸　

平
成
二
四
年
度
山
形
県
移
行
認
定
法
人
の
立
入
検
査
の
結
果

　

山
形
県
で
は
、
平
成
二
四
年
度
か
ら
立
入
検
査
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
移
行
認
定
さ
れ
た
各
公
益
法

人
に
つ
い
て
立
入
検
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
状
況
は
第
五
四
回
審
議
会
（
平
成
二
五
年
四
月
一
九
日
）
で
報
告

さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。

　

平
成
二
四
年
度
は
一
五
法
人
に
対
し
て
立
入
検
査
が
実
施
さ
れ
た
。
概
ね
、
移
行
認
定
さ
れ
た
各
公
益
法
人

〔表―13〕　立入検査の実施状況

所管法人数 立入検査実施法人数 立入検査実施率（％）

（実施法人数 /所管法人数×₁00）

₂₄₆法人 ₂₄₄法人 99.₂%

　（注） 　所管法人数は平成₂₃年₁₂月₁日現在。立入検査実施法人数は、平成₂₁年度～平成₂₃年度の₃年間
に立入検査を実施した法人の実数である。
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課
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三
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三
五

に
お
い
て
は
、
法
令
に
準
拠
し
た
法
人
運
営
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
二
法
人
に
対
し
て
不
適
切
な
点
が
指
摘
さ
れ
改
善
が
求
め
ら
れ
た
。

そ
の
内
容
は
、
い
ず
れ
も
理
事
会
等
の
開
催
手
続
き
が
不
適
切
で
あ
る
な
ど
、
法
人
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
新
公
益
法
人
制
度
に

不
慣
れ
な
た
め
に
問
題
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

⑹　

平
成
二
五
年
度
山
形
県
移
行
認
定
法
人
の
立
入
検
査
の
結
果

　

山
形
県
で
は
、
平
成
二
五
年
度
に
、
四
九
法
人
に
対
し
て
立
入
検
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
状
況
は
第
六
五
回
審
議
会
（
平
成
二
六
年
三

月
一
八
日
）
で
報
告
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
立
ち
入
り
検
査
対
象
四
九
法
人
の
う
ち
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
九
法
人
に
つ
い
て
は
平

成
二
六
年
度
に
実
施
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

立
ち
入
り
検
査
し
た
法
人
に
つ
い
て
、
一
三
法
人
に
つ
い
て
は
法
令
に
準
拠
し
た
法
人
運
営
が
な
さ
れ
て
お
り
、
問
題
は
な
い
も
の

の
、
二
七
法
人
に
つ
い
て
は
、
法
人
に
対
し
て
適
切
な
運
営
を
図
る
よ
う
、
口
頭
に
よ
り
、
指
摘
事
項
の
改
善
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
内

容
は
、
理
事
会
や
社
員
総
会
等
の
招
集
通
知
の
発
信
日
が
不
明
で
あ
っ
た
り
、
社
員
総
会
へ
代
理
出
席
し
た
場
合
の
議
決
権
の
数
が
正
確

に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
法
人
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
新
公
益
法
人
制
度
に
不
慣
れ
な
た
め
に
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
各
法

人
に
対
し
て
、
公
益
認
定
等
審
議
会
公
益
法
人
担
当
事
務
局
等
よ
り
、
口
頭
に
よ
り
、
指
摘
事
項
に
対
し
て
改
善
が
求
め
ら
れ
た
。

　

三　

法
人
の
移
行
後
に
お
け
る
課
題
と
対
応

　

こ
れ
ま
で
移
行
認
定
、
認
可
さ
れ
た
法
人
に
つ
い
て
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
知
見
、
見
聞
し
た
法
人
の
事
例
を
踏
ま
え
て
、
⑴
移
行
申
請
、

審
査
に
お
け
る
法
人
側
の
判
断
や
基
準
、
⑵
移
行
申
請
、
審
査
に
み
る
法
人
の
問
題
・
課
題
、
⑶
移
行
後
に
お
け
る
法
人
の
対
応
問
題
・

課
題
、
⑷
移
行
後
に
お
け
る
自
治
体
出
捐
法
人
等
の
対
応
問
題
・
課
題
な
ど
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　

⑴　

移
行
申
請
、
審
査
に
お
け
る
法
人
側
の
判
断
や
基
準

　

法
人
が
移
行
申
請
、
審
査
に
お
い
て
、
ⅰ
一
般
社
団
及
び
一
般
財
団
法
人
と
し
て
移
行
認
可
申
請
す
る
か
、
ま
た
は
ⅱ
公
益
社
団
法
人

及
び
公
益
財
団
法
人
と
し
て
移
行
認
定
申
請
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
各
法
人
の
自
由
裁
量
の
範
囲
の
問
題
で
あ
り
、
法
人
の
意
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公
益
社
会
実
現
に
向
け
た
課
題
と
展
望
（
三
）
五
四

三
六

思
決
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

法
人
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
判
断
や
基
準
で
、
移
行
認
可
申
請
、
移
行
認
定
申
請
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　

一
般
に
、
ⅰ
「
公
益
社
団
・
財
団
法
人
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
と
そ
の
特
徴
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。

　

公
益
社
団
・
財
団
法
人
に
認
定
さ
れ
る
に
は
、
法
人
法
お
よ
び
認
定
法
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
必
須
条
件
で
あ
る
。
財
産
に
つ
い
て

も
、
公
益
目
的
事
業
財
産
と
そ
れ
以
外
の
財
産
を
区
分
す
る
必
要
や
、
収
益
事
業
の
収
益
の
一
定
割
合
を
公
益
目
的
事
業
財
産
と
す
る
必

要
が
あ
る
な
ど
、
認
定
法
に
の
っ
と
っ
た
運
営
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
税
法
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
つ
つ
、
特
に
寄
付
を
主
要
な
財
源
と
し
て
公
益
目
的
事
業
を
行
な
う
法
人
、
ま
た
は
、
収
益
事
業

で
得
ら
れ
た
収
益
を
財
源
の
一
部
と
し
て
公
益
的
事
業
を
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
る
法
人
が
、
公
益
社
団
・
財
団
法
人
を
選
択
す
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

一
方
、
ⅱ
「
一
般
社
団
・
財
団
法
人
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
と
そ
の
特
徴
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。

　

一
般
社
団
・
財
団
法
人
に
認
定
さ
れ
る
に
は
、
法
人
法
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
必
須
条
件
で
あ
る
。
公
益
目
的
支
出
計
画
実
施
中

は
、
毎
事
業
年
度
の
公
益
目
的
支
出
計
画
の
実
施
報
告
が
必
要
と
な
る
が
、
比
較
的
自
由
な
立
場
で
公
益
的
な
事
業
は
も
と
よ
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
事
業
を
柔
軟
に
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
る
法
人
が
、
一
般
社
団
・
財
団
法
人
を
選
択
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
税
制
の
う
ち
、
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
非
営
利
が
徹
底
さ
れ
た
法
人
等
に
お
い
て
は
、
収
益
事
業
の
み
に
課
税
さ
れ
る
が
、
受

取
利
子
等
に
係
る
源
泉
所
得
税
に
つ
い
て
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
点
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
般
社
団
及
び
一
般
財
団
法
人
に
つ
い
て
は
、
法
人
活
動
や
法
人
の
事
業
な
ど
に
つ
い
て
は
、
柔
軟
に
実
施
で
き
る
も

の
の
、
公
益
目
的
事
業
以
外
に
つ
い
て
は
原
則
課
税
と
い
う
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

実
際
に
ど
の
よ
う
な
判
断
や
基
準
に
よ
っ
て
、
公
益
社
団
・
財
団
法
人
と
一
般
社
団
・
財
団
法
人
の
い
ず
れ
に
移
行
す
る
の
か
、
あ
る

財
団
法
人
に
お
い
て
は
、
法
人
の
「
組
織
移
行
」
に
つ
い
て
、
大
要
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
観
点
、
す
な
わ
ち
、
ⅰ
機
動
的
な
財
団
の
運
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営
の
観
点
、
ⅱ
寄
付
等
に
頼
ら
な
い
運
営
の
観
点
、
ⅲ
優
遇
税
制
の
適
用
の
観
点
、
ⅳ
一
般
ま
た
は
公
益
財
団
法
人
移
行
に
係
る
制
約
点

と
対
外
的
評
価
の
観
点
よ
り
、「
一
般
財
団
」「
公
益
財
団
」
の
メ
リ
ッ
ト
や
デ
メ
リ
ッ
ト
を
比
較
検
討
し
て
い
る
。
参
考
に
そ
の
議
論
の

ポ
イ
ン
ト
を
要
約
、
概
観
す
る
。

　

ⅰ　

機
動
的
な
財
団
の
運
営
の
観
点

　

一
般
財
団
が
ふ
さ
わ
し
い
。
公
益
財
団
は
機
動
的
な
理
事
会
等
の
開
催
が
難
し
い
。
役
員
は
、
理
事
会
等
へ
の
代
理
出
席
は
認
め
ら
れ

な
い
う
え
、
役
員
の
う
ち
三
分
の
二
以
上
は
外
部
か
ら
招
聘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
記
認
定
基
準
に
違
反
す
る
と
認
定
取
り
消
し
と

な
り
、
他
団
体
に
財
産
を
贈
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ⅱ　

寄
付
等
に
頼
ら
な
い
運
営
の
観
点

　

一
般
財
団
は
運
営
費
用
を
基
本
財
産
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
公
益
財
団
は
運
営
費
用
を
殆
ど
寄
付
金
に
よ
り
賄
う
。

　

ⅲ　

優
遇
税
制
の
適
用
の
観
点

　

公
益
財
団
法
人
は
受
取
利
息
に
係
る
源
泉
所
得
税
が
非
課
税
な
の
で
、
一
般
財
団
法
人
よ
り
も
公
益
財
団
法
人
が
ふ
さ
わ
し
い
。
但

し
、
現
状
の
金
利
水
準
で
は
年
間
三
万
円
程
度
の
メ
リ
ッ
ト
し
か
な
い
。

　

ⅳ　

一
般
ま
た
は
公
益
財
団
法
人
移
行
に
係
る
制
約
点
と
対
外
的
評
価
の
観
点

　

現
状
の
事
業
運
営
を
継
続
す
る
に
あ
た
り
、
一
般
財
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
ど
ち
ら
に
移
行
し
て
も
制
約
さ
れ
る
も
の
は
な

く
、
対
外
的
評
価
も
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
人
の
移
行
に
際
し
て
は
、
各
法
人
に
お
い
て
、
比
較
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
法
人
の
移
行
に
際
し
て
「
一
般
」
と

な
る
の
か
「
公
益
」
と
な
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
メ
リ
ッ
ト
や
デ
メ
リ
ッ
ト
を
比
較
検
討
、
議
論
を
す
る
際
に
は
、
法
人
の
事
務
所
や
事
業

遂
行
す
る
た
め
の
事
業
用
施
設
や
設
備
な
ど
の
固
定
資
産
を
自
己
所
有
し
て
い
る
法
人
・
団
体
で
あ
る
の
か
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
メ
リ
ッ

ト
や
デ
メ
リ
ッ
ト
は
異
な
る
と
い
え
よ
う
。
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ま
た
、
多
く
の
自
治
体
出
捐
法
人
の
よ
う
に
、
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
だ
け
で
施
設
は
自
己
所
有
し
て
い
な
い
法
人
や
団
体
で

あ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
固
定
資
産
税
な
ど
の
課
税
関
係
が
異
な
る
点
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

⑵　

移
行
申
請
、
審
査
に
み
る
法
人
の
対
応
問
題
と
課
題

　

筆
者
は
山
形
県
公
益
認
定
等
審
議
会
の
委
員
を
委
嘱
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
審
議
会
は
非
公
開
で
あ
る
。
審
議
会
の
議
論
や
検
討
、
ま
た

知
見
、
見
聞
し
た
法
人
の
例
を
踏
ま
え
て
、
移
行
申
請
、
審
査
に
お
け
る
問
題
・
課
題
に
つ
い
て
、
個
別
事
例
に
抵
触
し
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
、
ま
た
法
人
の
取
材
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
に
お
け
る
法
人
の
意
見
や
見
解
な
ど
を
踏
ま
え
て
概
観
す
る
。

　

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
移
行
す
る
法
人
が
、
ⅰ
一
般
社
団
及
び
一
般
財
団
法
人
と
し
て
移
行
認
可
申
請
す
る
か
、
ま
た
は
ⅱ
公
益
社

団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
と
し
て
移
行
認
定
申
請
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
法
人
の
自
由
裁
量
範
囲
の
問
題
で
あ
り
、
法
人
の
意
思
決

定
に
よ
り
任
さ
れ
て
い
る
。

　

類
似
し
た
事
業
や
業
務
な
ど
を
行
っ
て
い
る
法
人
や
団
体
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
青
年
会
議
所
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
、
奨
学
金

の
貸
与
や
給
付
を
行
っ
て
い
る
よ
う
な
奨
学
・
育
英
基
金
な
ど
、
あ
る
い
は
各
業
界
団
体
の
支
部
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
な
法

人
や
団
体
に
つ
い
て
は
、
概
ね
同
じ
よ
う
に
、
公
益
社
団
法
人
や
公
益
財
団
法
人
に
移
行
認
定
申
請
す
る
例
が
比
較
的
多
い
と
い
え
る

が
、
中
に
は
、
一
般
社
団
及
び
一
般
財
団
法
人
と
し
て
移
行
認
可
申
請
す
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

　

自
治
体
が
出
捐
出
資
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
や
団
体
、
す
な
わ
ち
、
各
都
道
府
県
や
各
市
町
村
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
や
団
体
、

い
わ
ゆ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
法
人
や
団
体
、
と
り
わ
け
、
指
定
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
法
人
や
団
体
に
お
い
て
は
公
益
社
団
法

人
や
公
益
財
団
法
人
に
移
行
認
定
申
請
す
る
例
が
比
較
的
多
い
と
い
え
る
。
が
、
中
に
は
、
一
般
社
団
及
び
一
般
財
団
法
人
と
し
て
移
行

認
可
申
請
す
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
一
般
社
団
及
び
一
般
財
団
法
人
と
し
て
移
行
認
可
申
請
す
る
法
人
や
団
体
に
お
い
て
は
、
指

定
管
理
業
務
が
収
益
事
業
と
し
て
認
識
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
、
自
治
体
が
出
捐
出
資
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
や
団
体
で
は
な
い
も
の
の
、
自
治
体
か
ら
財
政
支
援
を
受
け
た
り
、
あ
る
い
は
指
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定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
、
自
治
体
の
外
郭
的
な
団
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
法
人
や
団
体
に
お
い
て
は
、
公
益
社
団
法
人
や

公
益
財
団
法
人
と
し
て
移
行
す
る
の
は
、
法
人
や
団
体
の
事
業
内
容
や
業
務
内
容
の
観
点
か
ら
み
て
厳
し
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
と
り
わ

け
、
当
該
団
体
の
県
の
指
導
と
し
て
、
一
般
社
団
及
び
一
般
財
団
法
人
と
し
て
移
行
認
可
申
請
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
人
に
お

い
て
は
、
法
人
登
記
す
る
際
に
、
所
管
官
庁
か
ら
公
益
社
団
法
人
や
公
益
財
団
法
人
に
移
行
認
定
申
請
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
問
わ
れ
た

法
人
や
団
体
が
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
法
人
に
つ
い
て
は
、
移
行
後
に
お
け
る
対
応
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
仄
聞
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
公
益
社
団
法
人
や
公
益
財
団
法
人
に
移
行
認
定
さ
れ
た
法
人
の
み
な
ら
ず
、
一
般
社
団
及
び
一

般
財
団
法
人
に
お
い
て
も
、
各
法
人
に
お
い
て
は
、
法
人
の
移
行
後
に
、
税
務
当
局
か
ら
、
事
業
内
容
や
業
務
内
容
な
ど
の
照
会
が
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
税
務
当
局
に
お
い
て
は
、
法
人
税
等
の
課
税
の
観
点
か
ら
、
各
法
人
の
移
行
に
対
し
て
極
め
て
大
き
な
関
心
を
示
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
移
行
後
の
各
法
人
に
お
い
て
も
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

⑶　

移
行
後
に
お
け
る
法
人
の
対
応
問
題
・
課
題

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
青
年
会
議
所
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
、
奨
学
金
の
貸
与
や
給
付
を
行
っ
て
い
る
よ
う
な
奨
学
・
育
英
基
金
な

ど
、
あ
る
い
は
各
業
界
団
体
の
支
部
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
な
法
人
や
団
体
の
中
で
、
今
回
の
法
人
の
移
行
に
お
い
て
は
、
公

益
社
団
法
人
や
公
益
財
団
法
人
で
は
な
く
て
、
一
般
社
団
及
び
一
般
財
団
法
人
と
し
て
移
行
認
可
申
請
し
た
法
人
や
団
体
が
少
な
か
ら
ず

あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
法
人
や
団
体
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
移
行
期
間
内
で
は
、
十
分
に
資
料
整
理
が
で
き
な
か
っ
た
、
ま
た
検
討
し
き
れ
な
か
っ

た
小
規
模
な
法
人
や
団
体
、
あ
る
い
は
審
議
会
に
お
い
て
出
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
疑
問
点
や
質
問
事
項
、
ま
た
指
摘
さ
れ
た
事
項
等
に
対

し
て
、
審
議
会
の
委
員
を
説
得
す
る
だ
け
の
論
拠
や
説
得
材
料
に
苦
慮
し
た
結
果
な
ど
か
ら
、
今
回
の
移
行
期
間
に
お
い
て
は
、
一
般
社

団
及
び
一
般
財
団
法
人
と
し
て
移
行
認
可
申
請
し
た
法
人
や
団
体
が
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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こ
れ
ら
の
法
人
や
団
体
に
つ
い
て
は
、
数
年
以
内
に
、
公
益
社
団
法
人
や
公
益
財
団
法
人
へ
移
行
申
請
す
る
法
人
や
団
体
が
出
て
く
る

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
段
階
で
は
、
ど
の
程
度
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
公
益
認
定
要
件
に
合
致
し
た
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
基
本
的
な
要
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

論
を
ま
た
な
い
。

　

⑷　

移
行
後
に
お
け
る
自
治
体
出
捐
法
人
等
の
対
応
問
題
・
課
題

　

移
行
後
に
お
け
る
自
治
体
出
捐
法
人
等
の
対
応
問
題
・
課
題
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
及
び
一
般
財
団
法
人
で
あ
れ
、
公
益
社
団
法
人

や
公
益
財
団
法
人
で
あ
れ
、
指
定
管
理
業
務
と
の
係
わ
り
の
問
題
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　

公
の
施
設
の
性
格
や
機
能
、
内
容
に
も
よ
る
が
、
一
般
に
、
都
道
府
県
等
に
お
け
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
で
あ
る
財
団
法
人

等
が
設
立
さ
れ
管
理
運
営
さ
れ
る
例
が
多
い
一
方
、
市
区
町
村
に
お
い
て
は
株
式
会
社
等
が
設
立
さ
れ
管
理
運
営
さ
れ
る
例
が
多
い
傾
向

に
あ
る
。「
公
設
民
営
」
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
、
自
治
体
の
出
資
法
人
で
あ
る
公
益
法
人
、
ま
た
株
式
会
社
、
さ
ら
に
は
指
定
管
理

者
制
度
と
の
関
係
に
併
せ
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
公
設
民
営
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
公
益
法
人
の
事
業
に
対
す
る
公
益
認
定
の
観
点
よ
り
重
要
な
問
題
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
同
じ
よ
う
な
性
格
や
機
能
を
持
つ
「
公
設
民
営
」
施
設
に
お
い
て
も
、
公
益
法
人
が
施
設
の
運
営
管
理
を
行
っ
て
い
る
場
合

と
、
株
式
会
社
等
の
営
利
法
人
が
運
営
管
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
両
者
に
お
い
て
、
一
方
の
公
益
法
人
の
場
合
に
お
い
て

は
、
原
則
、
公
益
目
的
事
業
と
し
て
認
定
さ
れ
非
課
税
事
業
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
の
株
式
会
社
の
場
合
に
お
い
て
は
、
原
則
、

課
税
対
象
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
般
社
団
及
び
一
般
財
団
法
人
の
場
合
に
お
い
て
は
、
収
益
事
業
と
み
な
さ
れ
れ
ば
、
原
則
、
課
税
対
象

事
業
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
相
反
す
る
二
つ
の
事
態
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
こ
の
よ
う
な
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
指
摘
を
す
る
に
と
ど
め
る
。

　

ち
な
み
に
、
自
治
体
が
新
た
に
出
資
法
人
を
設
立
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
新
制
度
に
準
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
治
体
の
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出
資
法
人
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
ⅰ
公
益
社
団
・
財
団
法
人
、
ⅱ
一
般
社
団
・
財
団
法
人
、
ⅲ
株
式
会
社
の
三
つ
の
法
人
形
態
が
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
業
目
的
や
事
業
内
容
に
応
じ
た
法
人
形
態
と
し
て
公
益
社
団
・
財
団
法
人
を
設
立
す
る
に
際
し
て
は
、
公

益
社
団
・
財
団
法
人
の
設
立
要
件
に
基
づ
い
た
所
要
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

　

同
様
に
、
事
業
目
的
や
事
業
内
容
に
応
じ
た
法
人
形
態
と
し
て
一
般
社
団
・
財
団
法
人
を
設
立
す
る
に
際
し
て
は
、
一
般
社
団
・
財
団

法
人
の
設
立
要
件
に
基
づ
い
た
所
要
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

　

一
方
、
事
業
目
的
や
事
業
内
容
に
応
じ
た
法
人
形
態
と
し
て
株
式
会
社
を
設
立
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
に
基
づ
い
た
所
要
の

要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
法
に
準
拠
し
て
、
所
要
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
点
に
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

Ⅳ　

公
民
の
役
割
分
担
と
公
民
連
携
Ｐ
Ｐ
Ｐ―

Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
、
公
益
信
託
、
第
三
セ
ク
タ
ー

　

本
章
で
は
、「
公
民
連
携
・
Ｐ
Ｐ
Ｐ
」、「
Ｐ
Ｐ
Ｐ
」
に
つ
い
て
概
観
す
る
。「Public Private Partnership

」
の
略
語
で
、「
公
共
と
民

間
と
の
連
携
・
協
働
」
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
資
本
整
備
や
公
共
公
益
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
あ
た
っ
て
、
公
共
（
自
治
体
）

と
民
間
（
企
業
や
個
人
な
ど
）
が
、
協
力
し
て
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
公
民
連
携
・
Ｐ
Ｐ
Ｐ
」
が
必
要
と
さ
れ
る
社
会
経
済
的

な
背
景
、
必
要
性
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
諸
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、「
公
民
連
携
・
Ｐ
Ｐ
Ｐ
」
の
必
要
性
、
ま
た
財
・
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
の
あ
り
方
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
（
（
（

を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

一　

市
場
の
果
た
す
役
割
・
機
能
と
市
場
の
失
敗

　

一
般
に
、
市
場
で
は
、
価
格
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
、
生
産
者
は
最
適
生
産
量
を
決
定
す
る
一
方
、
消
費
者
も
最
適
需
要
量
を
決
定

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
市
場
で
は
資
源
配
分
が
効
率
的
に
行
な
わ
れ
る
。

　

こ
の
効
率
性
を
規
定
す
る
判
断
に
は
、
一
般
均
衡
論
で
は
「
パ
レ
ー
ト
最
適
」（Pareto O

ptim
um

）
が
最
適
性
の
概
念
と
し
て
重
視
さ
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れ
、
部
分
均
衡
論
で
は
「
社
会
的
余
剰
」
の
概
念
が
重
視
さ
れ
る
。

　

市
場
均
衡
に
お
け
る
最
適
資
源
配
分
で
あ
る
「
パ
レ
ー
ト
最
適
」
と
は
、「
そ
の
と
き
の
資
源
お
よ
び
技
術
的
知
識
が
与
え
ら
れ
た
も

の
と
す
れ
ば
、
社
会
の
他
の
成
員
の
経
済
状
況
を
一
層
不
利
に
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
も
は
や
ど
の
成
員
の
経
済
状
況
を
も
そ
れ
以
上
に

有
利
に
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
資
源
配
分
の
状
態
」
を
指
す
。

　

他
方
、
市
場
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
状
況
が
生
ず
る
場
合
が
あ
る
。
自
由
市
場
経
済
で
パ
レ
ー
ト
最
適
が
達
成
さ
れ
る

た
め
の
条
件
に
は
、
諸
条
件
が
基
本
的
に
満
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
諸
条
件
が
常
に
十
分
に
満
た
さ
れ
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
市
場
の
失
敗
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

典
型
的
な
例
と
し
て
は
、
次
の
六
つ
、
す
な
わ
ち
、
ⅰ
独
占
お
よ
び
寡
占
（M

onopoly &
 O

ligopoly

）、
ⅱ
費
用
逓
減
（D

im
inishing 

C
ost

）、
ⅲ
外
部
効
果
（E

xternal E
ffect

）、
ⅳ
公
共
財
（Public G

oods

）、
ⅴ
不
完
全
情
報
（Incom

plete Inform
ation

）、（
ⅵ
）
所
得
分

配
（Incom

e D
istribution

）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
詳
細
な
解
説
は
省
略
す
る
。
拙
著
（
（
（

あ
る
い
は
経
済
学
や
公
共
経
済
学
な
ど
に
関

す
る
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

二　

政
府
・
財
政
の
役
割
・
機
能
と
政
府
・
財
政
の
失
敗

　

政
府
・
財
政
の
機
能
・
役
割
に
は
、
ⅰ
資
源
配
分
機
能
（
市
場
経
済
に
お
け
る
資
源
配
分
上
の
非
効
率
性
を
是
正
す
る
た
め
に
介
入
す
る
：

例
に
公
共
財
の
供
給
、
公
害
の
是
正
等
）、
ⅱ
所
得
配
分
機
能
（
所
得
や
資
産
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
に
介
入
す
る
：
例
に
社
会
保
障
、
累
進
的

な
税
等
）、
ⅲ
安
定
化
機
能
（
経
済
全
体
の
安
定
化
を
図
る
た
め
に
介
入
す
る
：
例
に
総
需
要
管
理
政
策
等
）、
ⅳ
将
来
世
代
へ
の
配
慮
（
望
ま

し
い
経
済
成
長
の
維
持
を
持
続
す
る
た
め
に
介
入
す
る
：
例
に
公
共
投
資
、
公
債
の
発
行
等
）
の
四
つ
が
あ
る
。

　

一
般
に
、
政
府
・
財
政
の
機
能
や
政
府
の
政
策
過
程
ま
た
政
府
活
動
（
国
や
地
方
財
政
）
は
、
消
費
者
余
剰
と
生
産
者
余
剰
を
併
せ
た

社
会
的
余
剰
（
社
会
的
便
益
）
を
最
大
に
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
必
ず
し
も
理
想
的
に
は
機
能

し
な
い
た
め
、
実
現
さ
れ
る
政
策
が
パ
レ
ー
ト
最
適
に
は
な
ら
な
い
側
面
に
着
目
す
る
と
、「
市
場
の
失
敗
」
に
準
拠
し
て
「
政
府
の
失
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敗
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、「
政
府
の
失
敗
」
と
は
、
市
場
の
失
敗
ほ
ど
に
は
確
立
さ
れ
た
概
念
で
は
な
い
が
、
効
率
性
（
パ

レ
ー
ト
最
適
）
の
達
成
に
失
敗
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
公
平
性
を
損
な
う
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

次
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ⅰ
政
府
の
政
策
は
、
そ
の
認
識
、
実
施
お
よ
び
効
果
の
実
現
ま
で
に
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
り
、
そ
の
効
果
の
規

模
を
正
確
に
測
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
ⅱ
政
策
の
効
果
は
限
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
効
果
の
限
定
を
は
ず
す
た
め

に
、
経
済
的
誘
因
を
伴
わ
な
い
規
制
を
行
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
規
制
は
適
正
に
作
用
し
な
い
こ
と
、
ⅲ
政
治
家
の
圧
力
、
公
共
部
門

の
組
織
間
の
利
害
調
整
に
よ
り
、
立
案
さ
れ
た
政
策
が
予
想
ど
お
り
の
効
果
を
発
生
で
き
な
い
こ
と
、
ⅳ
政
府
に
働
く
人
々
の
目
的
は
利

潤
最
大
化
で
は
な
い
た
め
、
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
誘
因
に
欠
け
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
次
の
六
つ
の
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
、
ⅰ
不
完
全
情
報
、
ⅱ
不
完
全
競
争
、
ⅲ
多
数
政
党
、
ⅳ
利
益
集
団
、
ⅴ
官
僚
、
ⅵ

所
得
再
分
配
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
詳
細
な
解
説
は
省
略
す
る
。
拙
著
（
（
（

、
ま
た
経
済
学
や
公
共
経
済
学
な
ど
に
関
す
る
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

三　

公
民
協
力
に
よ
る
事
業
連
携
の
考
え
方

　

社
会
資
本
の
特
性
に
は
、「
外
部
経
済
の
存
在
」、「
共
同
消
費
の
性
格
」、「
整
備
に
当
た
っ
て
の
費
用
逓
減
」
な
ど
の
点
で
、
い
く
つ

か
の
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
る
。
社
会
資
本
を
、
ⅰ
排
除
可
能
性
（
社
会
資
本
の
サ
ー
ビ
ス
を
排
他
的
・
独
占
的
に
利
用
で
き
る
か
否
か
）
と

い
う
視
点
と
、
ⅱ
供
給
さ
れ
る
社
会
資
本
サ
ー
ビ
ス
の
目
的
（
基
礎
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
か
否
か
）
の
二
つ
の
視
点
よ
り
捉
え
、
両
者
の

関
係
性
を
図
示
し
た
も
の
が
〔
図―

８
〕
で
あ
る
（
（（
（

。

　

ま
ず
、
排
除
可
能
性
ま
た
受
益
者
・
原
因
者
の
特
定
の
可
能
性
の
面
に
着
目
す
る
と
、
例
え
ば
国
土
保
全
施
設
の
よ
う
に
、
排
除
あ
る

い
は
受
益
者
・
原
因
者
の
特
定
が
困
難
な
社
会
資
本
は
、
そ
も
そ
も
市
場
で
の
取
引
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
専
ら
公
的
主
体
に
よ
り
整

備
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
次
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
目
的
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
公
営
住
宅
等
シ
ビ
ル
マ
ニ
マ
ム
の
確
保
を
保
障
す
る
基
礎

的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
社
会
資
本
は
必
需
性
が
高
く
、
公
平
か
つ
安
定
的
に
供
給
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
公
的
主
体
に
よ
る
整
備
が
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〔図―８〕　社会資本整備主体の公民分担とその推移（イメージ図）

領域
区分 領域の説明 領域の

事例 他領域へのシフト要因（G→ P、P→ G） シフト事例

G1 排除困難、受益者・
原因者の特定が困難
であるため公的主体
による整備が基本と
なる領域。

国土保
全
一般道
路　等

・ 受益者の特定ができない以上、市
場での取引も困難となり、シフト
も困難。

G2 シビルミニマムの確
保を保障するため公
的主体による整備が
基本となる領域。

公営住
宅
救急医
療　等

・基本的にはシフト困難
・ 民営化してもシビルミニマムを充
足する供給が保障されるだけの需
要密度、技術、経験、制度的枠組
等が蓄積された場合、シフトもあ
る。

G3 潜在的には民間主体
による整備の可能性
があるが、外部経済
性、費用逓減性等を
踏まえたサービス供
給量や料金水準の適
正化、その他特定の
政策意図の実現の観
点から公的主体によ
り整備される領域。

有料公
営交通
高等教
育　等

・ 規則緩和等による民間活動領域の
拡大。

A→ Aʼ 電気通信事業
分野への民間
企業の参入

・ 技術の蓄積、クリティカル・マスの
クリアー、リスクの減少等により
産業が成熟化し、民間主体に移行。
・ 需要密度の増大等により、民間企
業としての成立が可能となる。
・ 国民のニーズの高度化に対応した
高付加価値サービスの提供。

B→ Bʼ 明治時代の官
業の民営化
国際空港の民
営化
有料老人ホー
ム

P 民間主体による社会
資本整備の領域。

私鉄
電気事
業　等

・ 保障すべきシビルミニマムのレベ
ルアップまたはそれに伴う平均的
水準の向上。

C→ Cʼ
A→ Aʼ

公営住宅の水
準の向上

・ 需要密度の低下、コストの高騰等
社会経済環境の変化に伴う支援の
必要性の増大。

D→Dʼ 人口減少地域
の交通サービス
への支援拡充

（注）１． G1、G2の領域に属するものであっても、機能の複合化を図ることにより、付加された機能に
着目して民間活力の活用を導入する等、様々な工夫を講ずることはあり得る（例えば、国土保
全事業における NTT-Aの導入）。また、長期的には、技術の進歩が排除可能性に影響を及ぼす
結果、G1領域が変化することも考えられる。

　　 ２． 本表での社会資本とは、従来どおり有形固定資産を念頭に置いている。
（出所）経済企画庁総合計画局編『今つくる明日への社会資本』44頁より作成

排除困難、受益
者・原因者の特
定困難

シビルミニマ
ムを確保する
基礎的サービ
スの供給

国民のニーズ
の高質化、多
様化に対応し
た高次サービ
スの供給

排除可能、受益者・原因者の特定が容易

小

受益者負担の可能性

大

市
場
性

必
需
性

小大

市場性
小
小

大
大

C'

→C

B

B'

A'

A
A''

P

D'

D

G1

G3

G2
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基
本
と
な
る
。
逆
に
排
除
可
能
性
が
大
き
く
必
需
性
の
小
さ
な
社
会
資
本
で
市
場
性
が
大
き
く
付
加
価
値
の
大
き
い
社
会
資
本
は
、
民
間

主
体
が
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
積
極
的
に
活
用
し
、
適
切
な
対
価
と
引
換
に
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
し
た
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。

　

他
方
、
両
者
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
中
間
的
な
領
域
が
存
在
す
る
。
こ
の
中
間
的
な
領
域
は
、
潜
在
的
に
は
民
間
主
体
に
よ
る
整
備

が
可
能
で
は
あ
る
が
、「
外
部
経
済
性
」「
費
用
逓
減
性
」
等
を
踏
ま
え
て
適
正
な
供
給
を
確
保
す
る
な
ど
、
社
会
経
済
上
の
何
ら
か
の
要

請
に
よ
り
公
的
主
体
に
よ
り
整
備
が
進
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
領
域
で
あ
る
。

（
₅
） 　

新
制
度
の
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
を
い
う
（
特
例
民
法
法
人
か
ら
移
行
の
認
定
（
整
備
法
第
四
四
条
）
を
受
け
た
場
合
と
、

新
規
設
立
の
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
が
公
益
認
定
法
第
四
条
の
認
定
を
受
け
た
場
合
は
同
様
で
あ
る
。）。

（
₆
） 　

特
例
民
法
法
人
か
ら
移
行
の
認
可
（
整
備
法
第
四
五
条
）
を
受
け
て
通
常
の
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
と
な
り
、
公
益
目
的
支

出
計
画
を
実
施
中
で
あ
る
法
人
を
い
う
。

（
₇
） 　

出
井
信
夫
﹃
都
市
・
地
域
政
策
と
公
民
連
携
・
協
働―

Ｐ
Ｐ
Ｐ
・
Ｐ
Ｆ
Ｉ
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
基
金
・
公
益
信
託
・
第
三
セ
ク
タ
ー
の
研
究―

﹄

（
平
成
一
四
年
三
月
、
地
域
計
画
研
究
所
）

（
₈
） 　

前
掲
・
出
井
注
（
7
）
書
。

（
9
） 　

前
掲
・
出
井
注
（
7
）
書
。

（
₁0
） 　

前
掲
・
出
井
注
（
7
）
書
二
九―

三
〇
頁
。（
原
典
）
経
済
企
画
庁
総
合
計
画
局
編
﹃
今
つ
く
る
明
日
へ
の
社
会
資
本
﹄
一
九
九
一
年
一

〇
月
、
四
四―

四
六
頁
。


